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1. はじめに

リーマンショック後、不動産投資に
関する考え方に変化が生じ、不動産
を中長期的に保有し運用する流れに
なってきている。このような状況下で
は、投資期間中の不動産をいかに適
切に管理・運営するかがポイントであ
り、前号では「管理」について取り上
げ、詳述した。今回はもう１つの重要
な要素である「修繕」について紹介
したい。
修繕の具体的な説明の前に、ま
ず、修繕に関連する社会的背景を以
下のとおり整理した。

（１）ストック型社会への移行
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ど、日本は成長型から成熟型社会に
移行しており、建物もスクラップ・アン
ド・ビルドから、サステナブルで豊かな
社会を実現するストック型社会へ移行
しつつある。図表1のオフィスピラミッド

は、ビルの高齢化が深刻な問題と
なっていることを示しており、今後、良
好な建物の維持管理（修繕・管理）
がより強く求められてくるだろう。

図表１　東京 23 区オフィスピラミッド2014（賃貸面積ベース、2000 年との重ね図）

出所）オフィスピラミッド 2014（ザイマックス不動産総合研究所）より抜粋
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出所）オフィスの利用に関するアンケート 2014（ザイマックス不動産総合研究所）より抜粋

額などに影響することが予想される。

２．修繕の定義と概要

次に、修繕とはなにかについて述
べる。ここでは、修繕の目的や内容、
建物の運営管理における修繕と管理
の関係についての説明を行う。

（１）　修繕とは

本稿でいう修繕とは、建物を良好
な状態に維持するための工事全般を
指している。例えば、50年間に必要
とされる建物（オフィスビル）の工事計
画をイメージすると図表3のようにな

ク、高い品質の維持管理が求められ
ている。また、ワークスペースの品質
が知的生産性を高め、売上の増加や
優秀な人材の確保に結びつくとの考
えが広がりつつあるなど、テナントの要
求水準の変化にも注目すべきである。

（4）　労働力不足や建設費の上昇

震災復興、オリンピックのインフラ整
備などの公共事業増加や民間の建設
需要などによる建設労働力の不足、
円安による輸入資材の価格高騰によ
り、建設費の上昇が問題となってきて
いる。これらが、新築工事に限らず、
既存建物の修繕のスケジュール、金

住宅では、「長期優良住宅認定
制度」に見られるように、長期にわた
り良好な状態で使用するための対策
や耐震などの安全性、維持管理・更
新の容易性、省エネ対策などが配慮
されつつある。また、建物の長寿命
化や中古流通市場の活性化に向け
た、ストックビジネスの促進も進められ
つつある。
一方、オフィスは、企業活動の場で

あり、社会インフラとして重要な位置
づけにあることから、社会的にも良質
なストック形成を促す様々な対策をま
すます推進していく必要があるだろ
う。

（２）　不動産投資行動の変化

リーマンショック前までは、キャピタル
ゲインや短期的なキャッシュフローの
向上を重視した投資が主流であっ
た。その後、中長期にわたり安定し
たキャッシュフローを重視する投資・保
有に変化している。さらに、一般事
業会社における保有目的の不動産取
得も加速してきている。このように中
長期的に不動産を保有する上では、
建物を良好に保つ必要があり、この
意味でも、建物の維持管理は極めて
重要となる。

（３）　テナントニーズの変化

建物を利用するテナントのニーズも
変化してきている。オフィスでは、テナ
ントがビルを選択する際、建物の安全
性や耐震性、時代にあった設備の導
入に加え、清掃などの質の高い維持
状態を重視している（図表2）。視覚
的な印象を重視したリニューアルだけ
でなく、機能性の高い設備やスペッ

図表２　入居中テナントによるビル選択の際、重視する項目

出所）ザイマックス不動産総合研究所

図表３　50 年間のオフィス工事計画例
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電気・衛生関連更新 他
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る。竣工からしばらくは、補修程度の
小規模な修繕が続くが、15年を経過
した頃より、経年で劣化した外壁の改
修や空調更新といった大規模な修繕
が定期的に発生するようになる。
修繕の概念は、会計上の資本的
支出工事と経費工事の区分の方法も
あるが、ここでは目的により『性能維
持工事』と『バリューアップ工事』に
区分する。
『性能維持工事』とは、経年や自
然災害等により、劣化・破損した設備
の性能を、運用上支障のないレベル
まで回復させるための補修や更新工
事で、ビルの維持管理には必要不可
欠な工事である。
一方、『バリューアップ工事』は、テ

ナントニーズの変化や法改正による安
全性の確保など、竣工当時に比べて
現在求められる価値基準に満たない
性能を改修し、建物全体の価値を高
めるための工事である（図表4）。
イメージとしては、図表5のようにな

り、下部の『性能維持工事』は、中
長期修繕計画を作成し、計画的に実
施することが求められる。上部の『バ
リューアップ工事』は、マーケットの変
化をタイムリーに捉え、中長期的に建
物のあるべき姿を判断しながら実施し
ていくことになる。

（２）　修繕と管理との関係

建物の維持管理において、「修
繕」と「管理」は、いわば車の両輪
である。「修繕」によって、建物のハー
ド面を良好な状態に維持していく一
方、点検・整備など日常のメンテナンス
や清掃などのソフト面を維持するのが
「管理」であり、修繕の支えとなって

図表 4　建物の修繕区分（目的別）

図表 5　建物修繕概念図

出所）ザイマックス不動産総合研究所

出所）ザイマックス不動産総合研究所

性能維持工事 バリューアップ工事

内容

空調や電気などの設備、外壁や内装部
材等の経年により劣化した性能を、運用
上支障のないレベル、または新築時のレ
ベルまで回復させるための、ビルの維持
に必要となる工事

全館リノベーション工事や、耐震改修工
事、省エネ設備導入工事など、著しい性
能の劣化や、その時点の価値基準に応え
らなくなった場合や、安全性の確保が難
しくなった場合に行う、ビルの価値を高
めるための工事

工事例

浮きの見られる外壁タイルの補修、機能
しなくなった排水ポンプの交換、汚れの
見られる専用部の壁紙の張り替え、地震
でひびが入ったエントランス内装材の補
修など

外壁のタイルからカーテンウォールへの
改修や、耐震改修、セントラル空調から
省エネ効果の高い個別パッケージへの更
新、LEDの導入など

会計上区分
（参考） 資本的支出修繕費（経費）

求められる一般的な水準

経年

性能
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竣工時の性能

補修

改修

補修

（例）新耐震

（例）省エネ設備の普及

更新

性能

劣化

経年

劣化

補修

現在の一般的な水準

更新
更新

設備単体の修繕概念

バリューアップ工事

性能維持工事

いる。
建物は多くの設備で構成されてい

るが、それらの建物設備は法令で決
められた点検、メーカー・保守会社や
管理員・設備員による日常のメンテナ
ンスなど、建物の本来の機能を発揮
させる「管理」が必要となる。管理
業務を十分に行えば、早期の不具合
箇所の発見と対応が可能となる。ま
た、メンテナンスや清掃が、設備の劣

化を遅らせる。つまり、適正な「管
理」の実施が、建物の長寿命化や
突発故障によるリスク回避につなが
る。例えば、定期的なエントランスの
ワックス清掃が、床材の傷や摩耗の
劣化防止になり、受変電設備では、
キュービクル内の清掃を行うことで、
部品の不具合箇所の発見・対応につ
ながり、絶縁の低下による地絡・短絡
事故を未然に防ぐことにもなる。さら
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に、屋上のルーフドレインの清掃をこ
まめにすることで、屋上の防水層の
延命や漏水の原因を防ぐことができる
こともある。
一方、建物の「修繕」の実施が、

「管理」にも影響を与える。例えば、
セントラル空調から個別空調へ設備
の更新をした場合、熱源管理の常駐
設備員の削減や、建物の規模によっ
ては、巡回点検での対応が可能にな
る場合もある。また、受水槽からの給
水を、直結増圧ポンプへ変更すると、
清掃などの管理項目が不要となる。
このように、修繕による管理仕様の変
更は、オーナーの収支改善、テナント
の満足度向上など、様 な々側面で建
物運営に影響を及ぼす。

３．修繕の原因とリスク

修繕の意義を理解するために、リ
スクの観点から修繕を見ていく。修
繕の原因は様々であるが、主に以下
のように分類できる。実際には、複数
の原因が重なって発生する場合も多
い。

（1）　物理的劣化

時間の経過や繰り返し使用される
ことで、設備自体の品質や性能が損
なわれること。摩耗、錆、腐食などが
これにあたる。
外壁タイルが落下し、通行人に怪
我をさせてしまう事例や、老朽化によ
り受変電設備が故障し、全館停電を
引き起こすような事例が該当する。
突然の停電により、テナントは業務が
できないだけではなく、電子データの
消失や事務用機器類の破損故障を

に伴う対応など、予見できず、劣化も
伴わないものである。
事例としては、中央監視装置のOS
サポート終了に伴う更新や、エレベー
ターの保守部品の供給停止に伴うリ
ニューアルがあげられる。2012年に
エレベーターメーカーが保守部品の
供給停止を公表し、多くのエレベー
ターが対象となった際は『エレベー
ターの2012年問題』ともいわれた。
対象機種の巻上機や制御盤などの
基幹部品の供給がなくなるので、未
対応のまま故障が発生すると長期間
エレベーターの使用が不可能となり、
テナントの営業に支障を与えるおそれ
がある。

以上のような原因により、「安全性」
「収益変動」「遵法性」「損害賠償」
などのリスクが生じる。さらに、レピュ
テーションを低下させてしまうおそれも
ある。一度傷ついた信用やブランドを
回復するには多大な労力と時間を要
することになる（図表7）。

４.リスクのコントロール

リスクをコントロールするには、予め
どのような修繕が今後必要となるかを

図表 6　建物管理における修繕と管理
の連携（イメージ）

出所）ザイマックス不動産総合研究所

建物管理

予兆発見

メンテナンス/清掃

修繕の実行

修繕の計画

修繕 管理
管理仕様
修繕計画見直し

引き起こすことも考えられる。

（2）　社会的劣化

テナントの価値観・要求水準の変化
や、高性能な最新機器の出現により、
従来のものが陳腐化することで、必ず
しも物理的劣化は伴わない。
築古ビルの電気容量の不足やOA

フロア未設置、天井高の不足、エレ
ベーターの速度が遅いことなどが社
会的劣化の事例である。パソコンの
普及によりOAフロアは事務所の標
準的な仕様となり、営業時間外のエ
レベーター不停止やエントランスへの
セキュリティーゲート設置、セキュリ
ティーラインの複層化によるセキュリ
ティレベル強化など、テナントからのオ
フィス仕様に対する要望が高まってい
る。対応が不十分な場合には、入居
検討先から除外されるおそれがある。

（3）　法的対応

新築時に適法に建てられた建物で
あっても、法令の改正や都市計画変
更などがあると、現行法規に適合しな
くなってしまう。この不適格な部分を、
改修により適合化させることをいう。
消防法などは期限を区切って遡及
することが求められる。建築基準法
の耐震性や今後予定されている省エ
ネ法の省エネ基準適合の義務化は、
既存建築物に対しては適合化を法は
求めていないが、マーケットにおける
見方は転換し、評価を大きく低下させ
るおそれがある。

（4）　その他

地震など自然災害による破損や、
メーカーによる保守部品の供給停止
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把握し、修繕計画を立てる必要があ
る。事前に計画することで、事後対
応と比較して、費用面や労力面、テ
ナントへの影響度などを把握できるメ
リットがある。さらに、利用可能な補
助金を調べたり、準備をすることもでき
る。修繕計画を作成するにあたって
の留意ポイントをまとめると以下のとお
りとなる。

・予防保全か事後保全を判断する

建物は様 な々設備で構成されて
いる。全ての設備を予防保全で修
繕すればリスクの発生は最小化す
ることができるであろう。しかし、現
実には全ての工事を事前に計画
し、予防的に行うことも難しい。そ
こで、予防保全工事を効果的に行
うためには、設備ごとでリスクの大き
さが異なることに着目することがポイ
ントとなる。具体的には、故障の起
こりやすさや頻度、故障時の被害
の大きさから設備を分類すること
で、予防保全とするべきか、不具
合が出てからの対応でも遅くない

かを判断する。
実際には、各設備の被害の大き

さや故障の起こりやすさは建物によ
り異なるが、図表8は、各設備を、
機能しなくなるレベルの故障が起き
た際の被害の大きさと、その故障
の起こり易さ・頻度を分類し、イメー
ジ化したものである。大まかにいえ
ば、この図表の左下はリスクが小さ
く、右上に行くほどリスクが高い設

備である。
まず受変電設備は、破損すると
全館停電を発生させるおそれがあ
り、その被害は大きい。また、全館
停電の原因となる主幹部品が複数
あり、図表上では右上になる。次
に、照明設備は、設置台数が多く
故障の頻度は高くなるが、機能しな
くなった場合でも、被害の範囲は限
定的であるため、図表上は左上に

出所）ザイマックス不動産総合研究所

図表 8　リスクマップ

出所）ザイマックス不動産総合研究所

図表 7　修繕の原因別リスクの事例

分類 物理的劣化 社会的劣化 法的対応 その他

内容 外壁タイル落下 受変電設備の故障 OAフロア未設置 セキュリティーレベ
ルが低い

直通階段内の誘導
灯の非常電源の容
量変更

旧耐震基準建物 EV部品供給停止
への非対応

必要な修繕 タイル補修 故障部品の交換 OAフロアの新設 セキュリティー設備
の新設

誘導灯の交換（対
応機器への更新）

耐震診断及び耐震
補強

部品供給停止とな
る制御盤などの更
新

リ
ス
ク
の
事
例

　
　

対
応
し
な
い
場
合
の 

落下タイルで人的
被害発生し、賠償
対応。メディアへ
の取り上げ。 
また、タイル補修費
以外に生じる緊急
対応費などもあり。 

店舗系テナントは営
業不能、事務所テ
ナントは作業中の
データが消失し、そ
れぞれに対して補償
や賃料減額要求が
発生する可能性。
また、受変電設備
の復旧工事費以外
に生じる緊急対応
費などもあり。

（既存テナント）
賃料減額の要求、
移転検討。

（入居検討テナント）

入居検討先から除
外される可能性。

（既存テナント）
賃料減額の要求、
移転検討。

（入居検討テナント）
入居検討先から除
外される可能性。

違法状態となり、
罰則事由が生じる。
また火災時の安全
性に問題あり。

耐震診断が義務で
未実施の場合、罰
則事由が生じる。
 
（入居検討テナント） 
入居検討先から除
外される可能性。

保守契約が継続不
可となる。故障した
場合、復旧に非常
に時間が時間がか
かる事になる。その
間は使用不可となる
ため既存テナントに
対して営業補償や
賃料減額要求が発
生する可能性。

リスクの分類 安全性リスク 
賠償リスク

賠償リスク 
収益変動リスク 収益変動リスク 収益変動リスク 遵法リスク 

安全性リスク

遵法リスク 
安全性リスク 
収益変動リスク

賠償リスク 
収益変動リスク

被害の大きさ

起こりやすさ
頻度

照明器具
受変電設備

排水管 非常放送

自動ドア

電気給湯器

揚水ポンプ

非常用蓄電池

共用部内装

リスク高

リスク低
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位置する。
これに対し、電気給湯器は故障

しても、代替可能で被害も少ない
ため、左下に置くことなる。

このように各設備を分類していけ
ば、修繕の優先順位づけが可能
になる。つまり、右上にいくほどリス
クが高い設備であるため、予防保
全として計画的に修繕を行い、左
下の設備は、事後保全としての予
備費を見込み故障時の対応に備
える。

・マーケットの中での競争力を考慮

する

バリューアップ工事においては、
マーケット情報を集めて建物の競
争力を把握し、テナントや社会的な
ニーズを捉えたうえで、効果的な改
修内容を設定することが重要とな
る。築年数の古い建物でも省エネ
設備への更新や耐震改修などの
バリューアップ工事を行って環境認
証を取得する事例も出ている。ま
た、これらの補助金も多く存在して
おり、並行して情報を集めながら準
備を進めれば、費用面でも満足の
いくバリューアップ工事が可能とな
るであろう。

・修繕の前後で生じるソフト面の違

いを把握する

バリューアップ工事を行えば、建
物のハード面の性能は向上する。
しかし、性能の追求だけが全てで
はない。テナントの満足度や管理
仕様の変更などのソフト面も変化
する事をふまえて検討する必要が

ある。例えば、有人警備から機械
警備に変更すれば、管理費の削
減はできるが、テナントの安心感が
減少し、サービスレベルが低下した
かのように見られるおそれもある。
それにより、共益費などの減額を求
められる可能性もあるため、事前に
テナントには説明し、理解が得られ
る方法を考えておきたい。

5．まとめ

以上みたように、リーマンショック後
は、不動産投資スタイルの中長期化
や一般事業会社の保有目的の不動
産取得も加速している。マーケットで
は、テナントや投資家による物件の選
別が進んでいる。このように中長期
的に不動産を保有する上では、物件
競争力を維持するためにも建物を良
好な状態に保つ必要があり、建物の
維持管理は極めて重要となる。
そもそも建物の躯体や設備には寿
命があり、必ず修繕は発生するもの
である。壊れてからの対応では、大き

なリスクを抱えるものもあり、適正な時
期に、適正な投資で修繕を実施する
ことが鍵となる。具体的には、中長期
的な視点で修繕を考え、いつ・どの部
位で・どれくらいの費用の工事が発生
するか、修繕の内容を正しく認識する
こと、そして修繕計画を立て、効率的
な事業計画に結びつけることが求め
られる。
また、高齢化が進んだ建物では、
現状用途を前提としたバリューアップ
のほか、コンバージョン、建替えなど
の検討がなされるであろう。その際に
も今後必要となる修繕費の的確な把
握は、その意思決定に有益な情報と
なる。

なお、修繕と管理に関して、修繕
や管理への投資はテナントの建物に
対する感性評価（印象）を高め、経
年による入居率や賃料単価の変動
抑制に効果があることが京都大学大
学院加藤研究室・金多研究室との共
同研究により確認されている。図表9

では、管理費と修繕費を多く投資し

出所）京都大学金多研究室

図表 9　維持管理投資額と感性評価の関係

感
性
評
価
総
合
値

管理費＋修繕費（年平均/延床面積）

古い物件

古い物件

新しい物件 ①

②

①管理・修繕を投資して感性評価を保つ
②管理・修繕を投資せず感性評価を下げる
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